
国の債権の管理等に関する法律第38条第3項ただし書による協議基準をこえる
事案の報告について  
 

昭和 34 年 11 月 26 日  

蔵管第 2458 号  

大蔵省管財局長から各財務局長宛  

 

国の債権の管理等に関する法律(昭和 31年法律第 114 号。以下｢法｣という。)第 38 条第

３項ただし書に基き、法務大臣が大蔵大臣と協議して定めた基準は別添のとおりであるが、

法務大臣が同基準の範囲をこえて、法第 30 条の規定による強制和議若しくは和議の条件又

は会社更生計画若しくは変更計画案に同意するとき及び法第 31 条の規定による裁判上の

和解又は調停に応ずるときは、あらかじめ、大蔵大臣の意見を求めることとなつているが、

管財関係の債権について、かかる事案が発生したときは、あらかじめ、その都度すみやか

に下記事項を明らかにして報告されたい。  

おつて、法務省訟務局長に対し、別紙のとおり通知したので、念のため申し添える。  

 

記 

 

１ 債務者の住所氏名又は名称  

２ 事件名、記号番号、係属裁判所  

３ 債権の内容  

４ 債権の発生原因  

５ 提訴又は申立後の経緯  

６ 当該会社更生計画案、和議条件、和解条項案、調停案等  

７ 同上による解決をやむを得ないと認める事情の詳細  

８ 同意又は和解等に応ずることを不適当と認めるものはその事情の詳細  

 

別添省略 


	第３章　債権管理
	第１節　共通事項
	管財関係債権等の管理の引継について
	収納未済債権の整理及び管理について
	合同宿舎使用料等債権の管理及び徴収事務の取扱いについて

	第２節　債権管理
	管財関係債権の徴収停止及び履行延期の特約等の上申に関する事務取扱要領について
	管財関係債権の免除の上申に関する事務取扱要領について
	合同宿舎使用料債権にかかる取扱事務について
	普通財産貸付料債権の適正な管理について
	郵送による期間入札の実施に伴う入札保証金の取扱いについて

	第３節　歳入徴収
	継続的不法行為による損害賠償金に係る納入告知の方法について

	第４節　旧公団等引継関係
	引継債権等に係る延納利息又は延滞金の債権種類及び歳入科目について

	第５節　記録及び報告
	国の債権の管理等に関する法律第38条第3項ただし書による協議基準をこえる事案の報告について
	管財関係歳入実績報告書及び管財関係債権管理報告書について
	旧共有船舶にかかる債権管理状況等の報告について





